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 令和６ 年能登半島地震でお亡く なり になった方々に慎んでお悔やみを申し 上げま す

と と も に、 被害に遭われた方々に対し 、 心から お見舞いを申し 上げま す。  

こ の地震は、 石川県能登地方を 中心に甚大な被害をも たら し 、 10 月１ 日時点におい

て死者・ 行方不明者 404 人を含む、1, 700 人を 超える 人的被害が報告さ れていま す。ま

た、 約３ 万戸の住宅の全半壊、 多数の建物崩壊を はじ めと し て、 道路、 上下水道、 電

気、 ガス 等のラ イ フ ラ イ ン施設にも 広範囲にわたる 被害が発生し ま し た。  

水道施設の被害は、 浄水場や主要な送水管の破損等によ り 、 震源地に近い石川県、

富山県、 新潟県等６ 県 38 事業者において最大約 13. 6 万戸の断水が発生し 、 近年の自

然災害によ る 水道の断水戸数では、平成 28 年４ 月に発生し た熊本地震に次ぐ ４ 番目に

大き な被害と なっていま す。  

  当社は、 東京都水道局長から の要請を 受け、 豊富な経験と 確かな技術力で社会に貢

献する と いう 経営理念のも と 、１ 月 29 日よ り 初めての本格的な被災地支援活動を輪島

市で開始し 、 活動を終了し た５ 月 31 日ま でに、 管路応急復旧や応急給水業務等に延べ

92 名の社員を派遣し ま し た。  

私自身は、 活動がピ ーク を越えた４ 月中旬に被災地を視察し てま いり ま し た。 想像

をはる かに超える 被害の深刻さ と 、 被災から 数カ月経っ ても 、 ま る で時間が止ま った

ま ま である かのよ う に、 地震によ り ひど く 傷ついた街並みが一向に変化し ていないこ

と に驚愕し たこ と を今でも 鮮明に記憶し ており ま す。 ま た、 多く の卒業生に入社いた

だいている 石川工業高等専門学校が、 地震によ り 一部校舎に亀裂が入る など 、 生徒の

皆さ んの学校生活に多大な影響が生じ ていたため、 学校を訪問し 、 今後の復旧復興に

ついて意見交換をし てま いり ま し た。 なお、 石川工業高等専門学校には、  些少ながら

寄付を いたし ま し た。  

私たち東京水道は、 東京の水道事業運営で培った高度な技術と 豊富なノ ウ ハウ にさ

ら に磨き をかけ、 今後も 安全でおいし い高品質な水道水を安定的に供給し 、 活気ある

豊かな未来の社会づく り に貢献し てま いり ま す。  

代表取締役社長 

野田 数 
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1章  能登半島地震の概要  

1. 1 地震の概要  

    令和６ 年１ 月１ 日 16 時 10 分、 石川県能登地方（ 北緯 37. 5 度、 東経 137. 3 度、 震

源の深さ 16km） を震源と し てマグニチュ ード 7. 6 の地震が発生し 、 石川県志賀町、 輪

島市で震度７ 、 七尾市、 珠洲市、 穴水町、 能登町で震度６ 強を観測し た。 地震活動は、

同日に震度６ 弱を観測する 地震が発生する など 断続的に続いた。 ま た、 能登地方には

一時大津波警報が、 日本海側の広い地域には津波警報が発令さ れ、 津波の高さ は 1. 2m

以上を観測し た。  

  

1. 2 被害概況  

    こ の地震によ る 人的被害は、10 月１ 日 14 時 00 分時点で、死者・ 行方不明者 404 人、

負傷者 1, 336 人を記録し ている 。 住家にも 甚大な被害が発生し 、 全壊 6, 421 棟、 半壊

22, 823 棟、一部破損、床上、床下浸水含めた住宅被害は 133, 037 棟にのぼり 、石川県、

富山県、 新潟県の３ 県で、 計 17 件の火災も 発生し た1。  

交通網も 甚大な被害を受け、道路は、土砂崩れ、ト ンネル損傷、法面崩壊等によ り 通

行止めが発生し 、補助国道 40 区間、県道 145 区間( ３ 県) で通行止めが発生し た。また、

鉄道においては、 路盤損傷、 レール損傷、 ホーム損傷、 橋梁損傷等によ り 、 運転見合わ

せが発生し た2。  

 

1. 2. 1 県別被害概況 

    10 月１ 日 14 時 00 分時点の県別人的被害・ 住家被害は表 1-1 のと おり である 。 石川

県での被害が最も 多く 、 石川県内での死者の内訳は、 七尾市 29 人、 小松市１ 人、 輪島

市 161 人、 珠洲市 126 人、 羽咋市１ 人、 白山市１ 人、 内灘町３ 人、 志賀町 12 人、 中能

登町１ 人、 穴水町 27 人、 能登町 35 人と なり 、 能登地方に被害が集中し た 1。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 総務省消防庁： 令和６ 年能登半島地震によ る 被害及び消防機関等の対応状況（ 第 111 報） , P2～3,

（ ht t ps: //www. f dma. go. j p/di sast er /i nf o/i t ems/20240101not ohannt ouj i shi nn111. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
2 国土交通省： 令和６ 年能登半島地震における 被害と 対応について（ 第 109 報）（ 2024/10/1 14: 00 現在） ,  

P2, 7～10, （ ht t ps: //www. ml i t . go. j p/common/001766009. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
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表 1-1 県別人的・ 住家被害（ 10 月１ 日 14 時 00 分時点） 1 

 

 

1. 2. 2 ラ イ フラ イ ンの被害概要 

① 水道 

 配水管破損、 配水池破損、 濁水等の被害が発生し 、 石川県、 新潟県、 富山県、

福井県、 長野県、 岐阜県の６ 県で最大約 136, 440 戸の断水が発生し た 2。 表 1-2 に

県別最大断水戸数を示す。  

 

表 1-2 県別最大断水戸数 2 

県 断水戸数 

新潟県 2, 718 

富山県 18, 937 

石川県 約 112, 420 

福井県 99 

長野県 90 

岐阜県 1, 500 

合計 約 136, 440 

 

② 下水道  

停電、 浸水、 設備破損等によ り 、 下水処理場やポンプ場に被害が発生し た。 石川

県内では、 下水処理場全 57 箇所中 25 箇所、 ポンプ場全 52 箇所中 14 箇所で被害が

発生し た 2。また、管路の被害も 大き く 、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、

う ち

災害関連死 重傷 軽傷 小計

人 人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟 棟

新潟県 2 2 9 44 53 55 109 3, 933 14 18, 658 22, 714

富山県 2 2 14 42 56 58 257 797 20, 926 21, 980

石川県 397 170 3 336 876 1, 212 1, 612 6, 055 18, 081 6 5 63, 410 87, 557

福井県 6 6 6 12 752 764

長野県 20 20

岐阜県 1 1 1 2 2

愛知県 1 1 1

大阪府 5 5 5

兵庫県 2 2 2

合計 401 174 3 359 977 1, 336 1, 740 6, 421 22, 823 6 19 103, 768 133, 037

一部
破損

合計

人的被害 住家被害

都道
府県

負傷者
合計 全壊 半壊

床上
浸水

床下
浸水

行方
不明
者

死者
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能登町の６ 市町の管路被災率は 6. 2～69. 0％と 高く なった3。 表 1-3 に自治体別の

管路被災率を示す。  

 

表 1-3 自治体別の下水管路被災率（ ８ 月９ 日時点） 3 

 

※１ 下水管路の全延長は、 被害が発生し た自治体の管路の総延長  

※２ 建物倒壊地域等を 除く 調査実施済み箇所の集計値であり 今後変更可能性がある  

 

③ 電力  

 北陸電力管内では、 送電設備で鉄塔部材変形（ 14 線路）、 碍子割れ（ 19 線路）、 素

線切れ（ 13 線路）、配電設備で電柱傾斜（ 2, 310 本）、 電柱折損（ 760 本）、電柱断線・

混線（ 1, 680 か所）、 変電設備で変圧器ブッ シング破損（ 18 台） の被害が発生し た。

ま た、 七尾大田火力発電所では、 受電設備やパネル等に損傷が確認さ れた4。 停電戸

数は、 最大で約 40, 000 戸にのぼった5。  

④ ガス  

 都市ガスについて、 日本海ガス 管内で液状化の影響によ り 、 導管被害、 整圧器被

害によ る 供給支障等が発生し 、 供給が一時停止し た。 金沢エナジー管内では、 導管

の詰ま り によ る 供給停止も 発生し た6。簡易ガス については、石川県内でがけ崩れに

よ る 本支管破損の被害が発生し た7。  

 

 

 
3 国土交通省： 第３ 回 上下水道地震対策検討委員会（ 2024/8/27） 資料１ 上下水道施設の被災概要と 復旧

状況,  P20, （ ht t ps: //www. ml i t . go. j p/mi zukokudo/sewer age/cont ent /001764778. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
4 北陸電力送配電：【 最終報】 停電状況およ び電力設備の被害状況（ ３ 月 15 日 12 時 00 分現在） ,

（ ht t ps: //www. r i kuden. co. j p/nw_ pr ess/at t ach/24031581. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
5 経済産業省 産業保安グループ 電力安全課： 令和６ 年 3 月 21 日 第 20 回 電気設備自然災害等対策 WG

資料１ －１  令和６ 年能登半島地震の対応について, P3,  

（ ht t ps: //www. met i . go. j p/shi ngi kai /sankoshi n/hoan_ shohi /denr yoku_ anzen/pdf /029_ 01_ 00. pdf ）

2024/11/5 閲覧 
6 経済産業省： 令和 6 年能登半島地震に伴う 被害について（ 1 月 3 日（ 水曜日） 13: 30 時点） ,  

（ ht t ps: //www. met i . go. j p/press/2023/01/20240103004/20240103004. html ） 2024/11/5 閲覧 
7 経済産業省： 令和 6 年能登半島地震に伴う 被害について（ 1 月 2 日（ 火曜日） 11: 20 時点） ,  

（ ht t ps: //www. met i . go. j p/press/2023/01/20240102003/20240102003. html ） 2024/11/5 閲覧 

下水管路

全延長※1

（ km）
A

被災延長※2

（ km）
B

被災率
（ ％）

B/A

6, 271 14. 8 0. 2
5, 956 41. 0 0. 7
6, 334 372. 0 5. 9

七尾市 231. 1 64. 7 28. 0
輪島市 171. 6 44. 2 25. 8
珠洲市 104. 3 72. 0 69. 0
志賀町 148. 2 9. 2 6. 2
穴水町 39. 0 23. 2 59. 5
能登町 78. 5 19. 9 25. 4

303 0. 8 0. 3

自治体

福井県

新潟県
富山県
石川県
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⑤ 通信  

 NTT 西日本管内では、 通信ビル間（ ビル内） の設備故障、 電柱倒壊、 通信ケーブ

ル破損、 停電、 非常用電力の枯渇が発生し た8。 NTT西日本管内で影響を受けた回線

は、 最大で固定電話 7, 860 回 線、 固定イ ンタ ーネッ ト 約 1, 500 回線であった9。  

 

1. 2. 3 特筆すべき 水道被害概況（ 輪島市）   

輪島市では、 管路、 配水池が破損し 、 最大約 11, 400 戸で断水が発生し た。  

耐震型ダク タ イ ル鋳鉄管（ 呼び径 400NS 形、 2002 年製） も 被害を受け、 大規模な

斜面崩壊によ り 継手の離脱（ ２ か所、 計４ 接手） が報告さ れている 。 こ れは、 地盤が

水平方向に最大 7. 3m、 鉛直方向に最大 4. 4m と 大き く 変異し たため、 継手部に継手

性能を超える 大き な曲げモーメ ント が負荷さ れたこ と によ り 、 被災し たと 推定さ れ

ている 。  

こ の教訓から 、 大規模な地盤崩落が想定さ れている 箇所については、 重要管路の

埋設を回避する 、 又は土木工法によ る 地盤崩壊を防止する 措置（ 規模の最小化策を

含む） を取った上での管布設をする こ と の重要性が再認識さ れた10。  

 

 

 
8 NTT 西日本：【 災害影響】 令和 6 年能登半島地震によ る 石川県の一部エリ アにおける 通信サービス がご利

用でき ない状況について（ 第 42 報： 1 月 17 日 午後 4 時 00 分時点） ,   

（ ht t ps: //www. nt t -west . co. j p/newscms/news/13659/42_ 20240117. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
9 総務省： 令和６ 年版 情報通信白書, P4,

（ ht t ps: //www. soumu. go. j p/j ohot susi nt okei /whi t epaper/j a/r06/pdf /00zent ai . pdf ） 2024/11/5 閲覧 
10 一般社団法人 日本ダク タ イ ル鉄管協会： 令和６ 年能登半島地震における 耐震型ダク タ イ ル鉄管の被害

調査結果（ 途中経過）  輪島市 呼び径 400NS 形, P6,  

（ ht t ps: //www. j dpa. gr . j p/downl oad/20240522_ not o_ ear t hquake_ damage. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
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2章  支援活動に至る 経緯 

2. 1 応援要請の経緯      

    東京都水道局（ 以下、「 都水道局」 と いう 。） は、 公益社団法人日本水道協会関東地方

支部から の応援要請によ り 、 断水対応と し て、 １ 月３ 日から 富山県高岡市へ給水車２

台、連絡車１ 台、職員８ 名の派遣を実施し た。ま た、水道施設に関する 応急復旧及び復

旧に向けた調査等のため、 １ 月５ 日から 石川県へ職員５ 名の派遣を実施し た。  

    都水道局はその後も 応援体制を徐々に拡大し て対応し ていたが、 次第に被害の大き

さ が明ら かと なったため、 当社は、 １ 月 11 日に都水道局から「 東京都水道局給水区域

外における 応援活動等に関する 協定」（ 以下、「 都外協定」 と いう 。） に基づいた応援要

請を検討し ている 旨の連絡を受けた。  

当社は、 応援要請を承諾する 方向で、 都水道局から の被災地における 活動状況の情

報提供を基に、 社内において派遣者の選定、 支援活動の準備を進めた。  

１ 月 25 日付５ 水総総第 886 号「 令和６ 年能登半島地震に係る 応援活動等について

（ 協力要請）」 によ り 、 都水道局長から 協力要請があったため、 同日開催の第 206 回取

締役会において付議し 、 決議さ れたこ と を受け、 １ 月 29 日から 被災地における 支援活

動を開始し た。  

なお当時、 当社は、 協定で定める 災害時の費用負担に関し て都水道局と 協議中であ

ったため、 同取締役会に併せて都外協定の改定について付議し 、 都外協定の改定を行

った。  

 

2. 2 取締役会     

本支援活動は、 当社の取締役規程における 決議事項に該当する こ と から 、 取締役会

への付議・ 報告を行った。  

・ 第 206 回取締役会「 令和６ 年能登半島地震によ る 被災地支援業務への社員派遣に

ついて」（ 令和６ 年１ 月 25 日決議）  

・ 第 209 回取締役会「 令和６ 年能登半島地震によ る 被災地支援業務について」（ 令和

６ 年３ 月 21 日報告）  ※応急給水活動の終了及び応急復旧活動の追加支援 

・ 第 218 回取締役会「 令和６ 年能登半島地震によ る 被災地支援業務への社員派遣の

終了について」（ 令和６ 年７ 月 25 日報告）  

     

2. 3 支援体制       

2. 3. 1 東京水道グループの体制   

    東京水道グループ（ 都水道局及び当社） の支援体制は、 図 2-1 のと おり である 。  
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図 2-1 東京水道グループの体制 

  

都水道局の派遣者は、１ 月３ 日から ５ 月 31 日ま での期間で、応急給水 105 名、本部・

応急復旧等 584 名、 延べ 689 名、 当社の派遣者は、 １ 月 29 日から ５ 月 31 日ま での期間

で、 応急給水 12 名、 応急復旧 58 名、 事務担当（ 撤収担当含む） 22 名、 延べ 92 名であ

った。  

都水道局と の協定に基づき 派遣さ れた事業者は、 133 社、 延べ 944 名であった。  

 

2. 3. 2 支援体制の経過（ 都水道局から の通知等）   

1 月 25 日、 都水道局長よ り 応急給水、 応急復旧、 事務担当について、 協力を要請さ

れた。 要請さ れた活動内容、 班体制、 移動手段を表 2-1 に示す。 なお、 復旧状況に応

じ て、 順次、 支援体制は変更さ れた。  

＜都水道局よ り 発出さ れた通知等＞ 

    ・ 令和６ 年１ 月 25 日付５ 水総総第 886 号「 令和６ 年能登半島地震に係る 応援活動等

について（ 協力要請）」  

・ 令和６ 年３ 月８ 日付５ 水総総第 1111 号「 令和６ 年能登半島地震に係る 応援活動等

の一部終了について（ 通知）」  

    ・ 令和６ 年３ 月 12 日付５ 水総総第 1128 号「 令和６ 年能登半島地震に係る 応援活動

等について（ 追加協力要請）」  

    ・ 令和６ 年３ 月 28 日付５ 水総総第 1232 号「 令和６ 年能登半島地震に係る 応援活動

等の体制縮小について（ 通知）」  

    ・ 令和６ 年５ 月 23 日付６ 水総総第 332 号「 令和６ 年能登半島地震に係る 応援活動等

の終了について（ 通知）」  
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表 2-1 都水道局から 要請さ れた業務内容と 支援体制 

業務 期間 班体制 活動内容 移動手段※

応急給水 2/2～3/9 1名×2班 応急給水（ 給水車同乗） 、 仮設水槽組立・ 解体 給水車ま た は連絡車（ 局有車） にて活動

1/29～3/13
4/1～4/6

 2名×2班

3/14～3/31  2名×3班

４ /7～5/31  2名×1班

事務担当 1/29～5/31 1名 応急給水及び管路復旧に係る 事務処理 ―

応急復旧
1/29～5/31 工事業者の監督（ 小管工事のみ）
3/14～5/31 応急復旧に関する 業務
　 　 　 　 　 （ 配水小管の工事業者監督等）

普通自動車（ ス タ ッ ド レ ス 装備）
2班に分かれて 活動

 

※勤務の交代時は公共交通機関を利用 

 

    応急復旧業務の活動内容について、 １ 月 25 日の協力要請では、 配水小管工事の監督

業務のみを要請さ れていたが、 実際には、 活動開始当初から 基幹管路の復旧等、 応急

復旧に関する 他業務にも 従事し ていた（ 3. 4. 2. 4 参照）。  

 

2. 3. 3 現地活動本部及び宿泊施設   

    応急給水、 応急復旧及び事務担当の現地本部、 宿泊施設は下記のと おり である 。  

・ 応急給水： 宿泊は都水道局手配の金沢市内のホテル、 打合せ等は都水道局が現地

本部を設置し た金沢市企業局内及び必要に応じ てホテルのロ ビーで行った。  

・ 応急復旧及び事務担当： 宿泊は１ 月 29 日から ２ 月 11 日ま での期間、 都水道局手

配の金沢市内のホテル、 打合せ等は都水道局が現地本部を設置し た金沢市企業局

内で行った。 なお、 ２ 月 12 日から ５ 月 31 日までの期間は、 宿泊、 打合せ等をと

も に輪島市内の特別養護老人ホーム「 福祉の杜わじ ま 」（ 以下、「 福祉の杜」 と い

う 。） で行った。  

 

2. 4 輪島市の水道事業概要      

    輪島市の水道事業概要は、 表 2-2 のと おり である 。  
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表 2-2 輪島市の水道事業概要11 

 

水道事業 

上水道（ 1 か所）  

簡易水道（ 4 か所）  

飲料水供給施設（ 1 か所）  

給水人口 22, 929 人（ 上水道・ 簡易水道計）  

給水量（ 実績）  

※飲料水供給施設を除く  

一日最大給水量: 11, 688 ㎥/日 

一日平均給水量: 7, 424 ㎥/日 

浄水施設 7 施設 

配水施設 
配水池： 39 施設 

配水池容量： 10, 139 ㎥ 

管路延⾧  

管路の耐震化率 

約 411 ㎞ 

8. 1％ 

断水戸数（ 最大）  約 11, 400 戸（ ほぼ全域）  

 

 

 

 
11 石川県生活環境部環境政策課： 石川県水道統計概要（ 令和 3 年度） ,  

（ ht t ps: //www. pr ef . i shi kawa. l g. j p/kankyo/sui dou/document s/r3-mat ome. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
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3章 現地活動内容（ 応急復旧）    

3. 1 派遣者の選出 

応急復旧担当は、 水道技術本部及び多摩水道技術本部から 土木職社員を選出し た。

２ 班体制期間（ １ 月 29 日から ３ 月 13 日及び４ 月１ 日から ４ 月６ 日） は、 水道技術本

部よ り ２ 名×１ 班、 多摩水道技術本部よ り ２ 名×１ 班、 ３ 班体制期間（ ３ 月 14 日から

３ 月 31 日） は水道技術本部よ り ２ 名×２ 班、 多摩水道技術本部よ り ２ 名×１ 班、 １ 班

体制期間（ ４ 月７ 日から ５ 月 31 日） は２ 名×１ 班を、 水道技術本部と 多摩水道技術本

部よ り 交互に派遣し た。ま た、派遣期間について、活動開始当初は７ 日間であったが、

３ 月 11 日以降に派遣を開始し た社員は 10 日間と し た。 応急復旧の延べ派遣人数は 58

名であった。  

ま た、 応急復旧担当に帯同し 、 活動に関わる 事務処理等を行う 事務担当についても

社員の技術力向上と 円滑な業務遂行を目的に、 土木職社員を選出し た。 １ 月 29 日から

４ 月 29 日は、 お客さ ま サービス 本部窓口サービス 部給水装置部署、 多摩お客さ まサー

ビス 本部窓口サービス 部給水装置部署から 交互（ ７ 日間、 ４ 月４ 日派遣者から ８ 日間

に変更） に１ 名を派遣し た。 ま た、 ４ 月 28 日から ５ 月 31 日は、 給水装置部署の業務

が繁忙になってき たこ と や社員数が限ら れている こ と から 、水道技術本部管路整備部、

多摩水道技術本部多摩管路部よ り 交互（ 10 日間） に１ 名派遣し た。 事務担当の延べ派

遣人数は、 22 名であった。  

 

3. 2 活動期間 

    令和６ 年１ 月 29 日から ５ 月 31 日  

 

3. 3 応急復旧の対象範囲 

      輪島市内の応急復旧は、 図 3-1 に示すよ う に、 都水道局及び横浜市水道局の２ 都市

体制で復旧を行った。  

東京水道グループが担当し た復旧範囲は、主に旧輪島市上水道、町野地区簡易水道、

洲衛簡易水道の給水区域であり 、 旧門前町上水道の給水区域は横浜市が復旧を担当し

た。 なお、 当社は、 主に旧輪島市上水道の復旧に携わった。  

ま た、 輪島市の応急復旧には、 日本水道協会の要請によ り 、 ２ 月２ 日から 町野地区

で活動を開始し た岡山市を皮切り に、 表 3-1 のよ う に全国から 多く の水道事業体が支

援活動を行った。  
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図 3-1 東京水道グループの復旧支援エリ ア 

 

表 3-1 輪島市で活動し た水道事業体 

【 日本水道協会関東地方支部】  

東京都水道局、 横浜市水道局、 神奈川県企業庁、 川崎市上下水道局、 小田原市水道局、

秦野市上下水道局、 川口市上下水道局、 さ いたま 市水道局、 狭山市上下水道部、 朝霞市

上下水道部、 越谷・ 松伏水道企業団、 所沢市上下水道局、 前橋市水道局、 高崎市上下水

道局、 群馬県企業局、 南アルプス 市上下水道局、 宇都宮市上下水道局、 佐野市上下水道

局、 足利市上下水道部、 千葉県企業局、 茨城県企業局、 ひたちなか市水道局、 県南水道

企業団、 水戸市上下水道局、 土浦市水道局、 日立市水道局 

【 日本水道協会中部地方支部】  

名古屋市上下水道局、 金沢市企業局、 野々市上下水道課、 白山市上下水道課、 小松市上

下水道局、 加賀市水道課 

【 日本水道協会中国・ 四国地方支部】  

広島市水道局、 呉市上下水道局、 福山市上下水道局、 岡山市水道局、 山陽小野田市水道

局、 鳥取市水道局、 米子市水道、 松江市上下水道局、 出雲市上下水道局、 香川県広域水

道企業団、 宇和島市水道局、 今治市上下水道部、 徳島市上下水道局、 高知市上下水道局 

【 日本水道協会九州地方支部】  

福岡市水道局、 北九州市上下水道局、 熊本市上下水道局、 佐賀市上下水道局、 鹿児島市

上下水道局、 長崎市上下水道局、 大分市上下水道局 
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なお、 日本水道協会の支援体制は、 図 3-2 のと おり であった。  

 

 

 

図 3-2 日本水道協会の支援体制12 

 

 

 

 

 

 

 
12 公益社団法人 日本水道協会： 令和６ 年能登半島地震における 日本水道協会の対応,

（ ht t p: //www. j wwa. or . j p/upf i l e/upl oad_ f i l e_ 20240126001. j pg） 2022/11/5 閲覧 
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3. 4 業務の体制 

3. 4. 1 復旧フェ ーズ 

応急復旧業務については、 下記のフェ ーズ（ 派遣時期） によ り 活動の宿泊拠点や活

動日数などが変更と なった。  

フェ ーズⅠ １ 月 29 日から ２ 月 12 日※ ( 本部・ 宿泊： 金沢市)  

フェ ーズⅡ ２ 月 13 日から ３ 月 13 日 ( 本部・ 宿泊： 福祉の杜、 ７ 日シフト )  

フェ ーズⅢ ３ 月 14 日から ５ 月 31 日 （ 本部・ 宿泊： 福祉の杜、 10 日シフト ）  

※２ 月 12 日は移動日 

 

3. 4. 2 フェ ーズⅠの業務体制（ 1 月 29 日から 2 月 12 日の期間）  

3. 4. 2. 1 復旧状況 

    １ 月 30 日時点の復旧状況は、 次のと おり であった。  

    輪島市： 約 10, 000 戸中 424 戸で通水、 一部で復旧（ 飲用可）  

志賀町： 約 8, 800 戸中 4, 838 戸で通水、 一部で復旧（ 飲用可）  

※通水戸数は、 市・ 町の公表情報 

※都水道局作成資料よ り  

 

3. 4. 2. 2 １ 日のス ケジュ ール 

04： 30 起床 

05： 00 都水道局手配のバス で金沢市から 輪島市へ出発 

    車内で現場状況等について情報共有（ 10 分程度）  

08： 30 道の駅輪島にて施工業者と 朝礼（ 写真 3-1）  

         当日の作業内容について施工業者へ説明 

08： 45 各現場での工事監督、 現場調査等 

11： 00 都水道局へ施工状況の定時報告 

14： 00 都水道局へ施工状況の定時報告 

17： 00 復旧活動終了 

都水道局手配のバスで輪島市から 金沢市へ出発 

20： 30 金沢市企業局にて夕礼及び事務作業 ( 写真 3-2)  

都水道局の作業班と 当日の作業内容確認の翌日の作業打合せ等 

漏水修理箇所の輪島市全体地図等へのマーキング作業 

（ 3. 4. 3. 4 参照）  

22： 00～24： 00  

ホテルロ ビーにて翌日の漏水修理箇所の施工業者の割振り 等 

        ※宿泊し たカプセルホテルの個室状況( 写真 3-3)  

 



 

13 

 

 

写真 3-1 

 

 

写真 3-2 
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写真 3-3 

 

3. 4. 2. 3 業務引継ぎ 

フ ェ ーズⅠにおける 引継ぎス ケジュ ールを、 応急復旧１ 番隊（ 前任班） から 応急復

旧３ 番隊（ 新規派遣班） への引継ぎを行った２ 月４ 日を例に示す。 なお、 １ 番隊から

３ 番隊ま での派遣スケジュ ールは、 表 3-2 のと おり である （ 全隊の派遣ス ケジュ ール

は「 付録 令和６ 年能登半島地震 被災地支援活動の記録」 参照）。  

１ 番隊から ３ 番隊への引継ぎは金沢市企業局で行った。  

 

表 3-2 フェ ーズⅠ 応急復旧担当の派遣ス ケジュ ール例 

派遣班 班体制 期間 

1 番隊 2 名 1/29～2/4 

2 番隊 2 名 2/1～2/7 

3 番隊 2 名 2/4～2/10 

 

引継ぎス ケジュ ール例（ ２ 月４ 日 １ 番隊から ３ 番隊への引継ぎ）  

    ２ 番隊は、 通常どおり 輪島市へ出動 

11： 00 ３ 番隊が東京→金沢市企業局到着 

１ 番隊から ３ 番隊へ引継ぎ 
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13： 30 引継ぎ終了  

１ 番隊は金沢市企業局を出発（ 帰京）  

15： 00～19: 00  

金沢市企業局にて都水道局現地本部から ３ 番隊へ状況説明や引継ぎ  

20： 00 ２ 番隊が輪島市から 金沢市企業局に帰還 

２ 番隊から ３ 番隊への状況説明や引継ぎ 

 

3. 4. 2. 4 都水道局と 当社の現地作業における 役割分担 

① 都水道局の役割 

・ 漏水調査（ 輪島市全域で漏水が発生し ており 、既設仕切弁を全閉にし ている 状況）  

1.  当日の作業路線から 分岐する 全ての仕切弁及び給水バルブの閉止 

2.  仕切弁を開けて作業路線の通水を行い、 漏水調査 

3.  漏水位置の特定（ 表現漏水、音聴）及び漏水状況の把握と 修繕方法の決定（ 試

掘等）  

4.  流入仕切弁を全閉にし て断水 

・ 漏水箇所の特定後、 直ちに当社応急復旧担当への連絡 

・ 基幹管路（ 優先度の高い重要施設への供給ルート 等） の復旧計画策定   

・ 輪島市全体地図及び管理図への漏水箇所のマーキング 

②当社の役割 

・ 都水道局から の漏水修理依頼を受領 → 施工業者へ修理指示 → 

→ 派遣輪番表( 表 3-3) を使用し て順番を決定 → 現場の管理・ 監督 

   ・ 基幹管路の復旧計画策定（ 都水道局と 合同で実施）  

・ 復旧路線調査、 進行管理、 施工業者の管理・ 指導等 

・ 輪島市全体地図及び管理図に漏水箇所の復旧確認マーキング 
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表 3-3 派遣輪番表  

 

 

3. 4. 2. 5 施工業者体制 

        当社が担当する 施工業者の体制は、 次のと おり であった。  

   ・ 施工業者７ 班（ 社） 体制（ 応急給水対応の施工業者１ 社を含む）  

   ・ 施工業者の活動期間は７ 日間（ ７ 日間経過後に新規業者と 入替え）  

なお、 応急給水対応の施工業者は、 応急給水に必要な組立給水栓の設置や施設内の

漏水箇所の修繕を主に担当し た。  

  

 

 

No 会社名 団体 作業員 作業従事者名 派遣先 期間※

1 現場代理人（ 配・ 給・ 配技） ○○ △△

2 作業責任者（ 配・ 給・ 配技） ○○ △△

3 配水管工（ 配・ 配技） ○○ △△

4 配水管工（ 配・ 給・ 配技） ○○ △△

5 配水管工（ 配・ 給・ 配技） ○○ △△

6 配水管工 ○○ △△

7 現場代理人 ○○ △△

8 作業責任者 ○○ △△

9 配水管工 ○○ △△

10 配水管工 ○○ △△

11 配水管工 ○○ △△

12 配水管工 ○○ △△

13 現場代理人（ 配・ 給・ 配技） ○○ △△

14 作業責任者（ 配・ 配技） ○○ △△

15 配水管工（ 配・ 給） ○○ △△

16 配水管工（ 給） ○○ △△

17 配水管工 ○○ △△

18 配水管工 ○○ △△

19 現場代理人 ○○ △△

20 作業責任者 ○○ △△

21 配水管工 ○○ △△

22 配水管工 ○○ △△

23 配水管工 ○○ △△

24 配水管工 ○○ △△

25 現場代理人 ○○ △△

26 配水管工・ 給水技能者 ○○ △△

27 作業員 ○○ △△

28 作業員 ○○ △△

29 作業責任者（ 配水管工・ 給水技能者） ○○ △△

30 配水管工 ○○ △△

31 現場代理人 ○○ △△

32 作業責任者 ○○ △△

33 配水管工 ○○ △△

34 給水装置配管技能士 ○○ △△

35 作業員 ○○ △△

36 作業員 ○○ △△

1/24～1/31石川県輪島市東管協F社

A社 三管協 石川県輪島市 1/20～2/3

D社 都水協 石川県志賀町 1/24～1/31

E社 東管協 石川県輪島市 1/24～1/31

B社 連絡会 石川県輪島市 1/22～1/29

C社 三管協 石川県輪島市 1/23～1/30
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3. 4. 3 フェ ーズⅡの業務体制（ ２ 月 13 日から ３ 月 13 日期間）  

3. 4. 3. 1 復旧状況 

    令和６ 年２ 月 14 日時点の復旧状況は、 次のと おり であった。  

    輪島市 通水可能率 20. 8％ （ 配水管内への充水が完了し た地域の戸数割合）  

※石川県及び輪島市 HP 等よ り 通水戸数及び給水戸数を確認し 算出 

通水戸数/給水戸数（ 令和元年度）  

＜詳細情報＞ 

輪島浄水場系： 配水管通水率 15. 7％（ ２ /16 時点）（ 図 3-3）  

   町野浄水場系： 配水管通水率 23. 6％（ ２ /16 時点）  

洲衛浄水場系： 配水管通水率 100％ （ ２ /14 時点）  

※都水道局作成資料よ り  

 

 

図 3-3 ２ 月 16 日時点の輪島浄水場系の通水率及び通水状況図 

 

3. 4. 3. 2 １ 日のス ケジュ ール 

    宿泊場所が金沢市内のホテルから 、輪島市内の福祉の杜( 写真 3-4)  に移動し たこ と

によ り 、 １ 日のス ケジュ ールが大き く 変更と なった。  

06： 00 起床 

06： 30 ２ 階会議室（ 当社専用執務室）（ 写真 3-5） にて当社派遣者によ る ミ ーテ 

ィ ング  

    当日の作業について打合せ 

07： 00 ３ 階本部（ 写真 3-6） で都水道局と 合同朝礼 

    都水道局から の事務連絡、 注意事項等 

08： 10  出動 
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08： 30 道の駅輪島にて施工業者と 朝礼 

    当日の作業内容について施工業者へ説明 

         ※道の駅輪島は仮設住宅建設予定地と なり 、 ２ 月 29 日から Yﾌ゚ ﾗｻ゙ に変更

（ 写真 3-7)  

08： 45 各現場での工事監督、 現場調査、 材料の確認等 

11： 00 都水道局へ施工状況の定時報告 

14： 00 都水道局へ施工状況の定時報告 

17： 00 復旧活動終了  

福祉の杜にて当日の工事進捗確認と 資料作成等 

19： 00 ３ 階本部で都水道局と 当社合同夕礼及び事務作業( 写真 3-8)  

都水道局の作業班と 当日の作業内容確認の翌日の作業打合せ等 

漏水修理箇所の輪島市全体地図等へのマーキング作業（ 3. 4. 3. 4 参照）  

21： 30～23： 00   

２ 階会議室にて翌日の漏水修理箇所の施工業者の割振り 等 

 

 

写真 3-4 
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写真 3-5 

 

 

写真 3-6 



 

20 

 

 

写真 3-7 

 

 

写真 3-8 

 

3. 4. 3. 3 業務引継ぎ 

フェ ーズⅡにおける 引継ぎス ケジュ ールを、 応急復旧６ 番隊（ 前任班） から 応急復

旧８ 番隊（ 新規派遣班） への引継ぎを行った２ 月 19 日を例に示す。 なお、 ６ 番隊から

８ 番隊ま での派遣スケジュ ールは、 表 3-4 のと おり である （ 全隊の派遣ス ケジュ ール

は、「 付録 令和６ 年能登半島地震 被災地支援活動の記録」 参照）。  

６ 番隊から ８ 番隊への引継ぎは金沢市企業局で行った。 本部が福祉の杜に移転さ れ
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たこ と によ り 、 当社派遣者用のパソ コ ンやプリ ンタ ーが福祉の杜に配置さ れていたた

め、 口頭のみによ る 引継ぎと なった。  

 

表 3-4 フェ ーズⅡ 応急復旧担当の派遣ス ケジュ ール例 

派遣班 班体制 期間 

6 番隊 2 名 2/13～2/19 

7 番隊 2 名 2/16～2/22 

8 番隊 2 名 2/19～2/25 

 

引継ぎス ケジュ ール例（ ２ 月 19 日 ６ 番隊から ８ 番隊への引継ぎ）  

７ 番隊は、 通常どおり 現場出動 

08： 00 ６ 番隊が福祉の杜出発※ 

11： 00 ８ 番隊が東京→金沢市企業局到着 

11： 30 ６ 番隊が金沢市企業局到着後、 ６ 番隊から ８ 番隊へ引継ぎ 

13： 30 引継ぎ終了  

６ 番隊は金沢市企業局出発（ 帰京）  

14： 00  ８ 番隊が金沢市企業局から 福祉の杜へ出発※ 

17： 00 ８ 番隊が福祉の杜に到着 

        当社事務担当から 福祉の杜での生活について説明等 

     ７ 番隊及び都水道局の輪島市復旧隊が現場から 福祉の杜に帰還後、 都水道

局と 合同ミ ーティ ングに合流 

20： 00～22： 00  

７ 番隊から ８ 番隊への状況説明及び引継ぎ 

※金沢市企業局⇔福祉の杜間の移動車（ 都水道局手配の車） が、 毎日８ 時に福祉 

の杜出発、 14 時に金沢市企業局出発 

 

3. 4. 3. 4 都水道局と 当社の現地作業における 役割分担 

    フェ ーズⅠから の主な変更点は次のと おり である 。  

① 都水道局の役割 

・ 輪島市全体地図及び管理図に漏水箇所の復旧確認マーキング（ 図 3-4、 図 3-5、

写真 3-9）（ ３ 月３ 日以降）  

② 当社の役割 

・ 輪島市全体地図及び管理図に漏水箇所の復旧確認マーキング（ ３ 月２ 日以前）  

        ・ 他都市( 北九州市、愛媛県など) から の応援班への現地状況の説明（ 当社主体、都水

道局と 共に対応）  
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図 3-4 全体地図へのマーキング 

 

 

図 3-5 管理図へのマーキング 
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写真 3-9 

 

3. 4. 3. 5 施工業者体制 

施工業者（ 応急給水対応を 含む） の体制については、 フ ェ ーズⅠと 同様であ る

（ 3. 4. 2. 5 参照）。  

 

3. 4. 4 フェ ーズⅢの業務体制（ ３ 月 14 日から ５ 月 31 日期間）  

3. 4. 4. 1 復旧状況 

    ３ 月 14 日時点の復旧状況は、 次のと おり である 。  

    輪島地区 ： 給水戸数 7, 241 戸中、 通水戸数 4, 973 戸、 復旧率 69％（ 3/13 時点）  

町野地区 ： 給水戸数 1, 364 戸中、 通水戸数 717 戸、 復旧率 53％ （ 3/9 時点）  

輪島市全体： 給水戸数 11, 434 戸中、 通水戸数 6, 619 戸、 復旧率 58％（ 3/14 時点）  

※但し 、 実際の宅内ま での給水可能戸数は輪島市全体で 444 戸/11, 434 戸 3. 8％ 

※都水道局作成資料よ り  

 

3. 4. 4. 2 １ 日のス ケジュ ール 

06： 00 起床 

06： 30 ２ 階会議室にて当社派遣者によ る ミ ーティ ング 

    当日の作業について打合せ 

07： 00 ３ 階本部で都水道局と 合同朝礼 

    都水道局から の事務連絡、 注意事項等 

08： 10  出動 

08： 30 Yﾌ゚ ﾗｻ゙ にて施工業者と 朝礼 

    当日の作業内容について施工業者へ説明 

08： 45 各現場での工事監督、 現場調査、 材料の確認等 
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11： 00 都水道局へ施工状況の定時報告 

14： 00 都水道局へ施工状況の定時報告 

17： 00 復旧活動終了  

福祉の杜にて当日の工事進捗確認と 資料作成等 

19： 00 ３ 階本部で都水道局と の合同夕礼及び事務作業 

都水道局の作業班と 当日の作業内容確認の翌日の作業打合せ等 

21： 00～22： 00  

２ 階会議室にて翌日の漏水修理箇所の施工業者の割振り 等 

施工業者へ翌日の作業指示（ LI NEを活用）  

 

3. 4. 4. 3 業務引継ぎ 

フェ ーズⅢにおける 引継ぎス ケジュ ールを、 応急復旧 17 番隊（ 前任班） から 応急復

旧 20 番隊（ 新規派遣班） への引継ぎを行った３ 月 22 日及び３ 月 23 日を例に示す。 な

お、 17 番隊から 20 番隊ま での派遣ス ケジュ ールは、 表 3-5 のと おり である （ 全隊の

派遣スケジュ ールは、「 付録 令和６ 年能登半島地震 被災地支援活動の記録」参照）。  

フェ ーズⅠ及びフ ェ ーズⅡでは各班７ 日間の滞在であったが、 フェ ーズⅢでは、 現

地での実稼働日を増やすため、 10 日間の滞在と し た。 ま た、 フェ ーズⅠ及びフェ ーズ

Ⅱでは、 新規派遣班の到着日と 前任班の帰京日が同日であったため、 金沢市企業局で

の引継ぎと せざる を得なかった。 そこ で、 よ り 効率的に引継ぎを行う ため、 フェ ーズ

Ⅲでは新規派遣班の到着日を１ 日前倒し 、 前任班の帰京前日に、 福祉の杜で引継ぎを

行った。  

 

表 3-5 フェ ーズⅢ 応急復旧担当の派遣ス ケジュ ール例 

派遣班 班体制 期間 

17 番隊 2 名 3/14～3/23 

18 番隊 2 名 3/19～3/28 

19 番隊 2 名 3/20～3/29 

20 番隊 2 名 3/22～3/31 

 

引継ぎス ケジュ ール例（ ３ 月 22 日～23 日 17 番隊から 20 番隊への引継ぎ）  

３ 月 22 日 

17、 18、 19 番隊は、 通常どおり 現場出動 

11： 00 20 番隊が東京→金沢市企業局到着 

14： 00 20 番隊が金沢市企業局から 福祉の杜へ出発※ 

17： 00 20 番隊が福祉の杜に到着 

        当社事務担当から 生活面についての説明等 

     17、 18、 19 番隊、 都水道局輪島市復旧隊が現場から 福祉の杜に帰還後、 都

水道局と 合同ミ ーティ ング等 
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20： 00～22： 00  

17 番隊から 20 番隊へ引継ぎ 

※金沢市企業局⇔福祉の杜間の移動車（ 都水道局手配のマイ ク ロ バス） が、 毎日８  

時に福祉の杜出発、 14 時に金沢市企業局出発 

 

３ 月 23 日 

8： 00 17 番隊が福祉の杜出発（ 帰京）  

    18、 19、 20 番隊は現場出動し 、 通常どおり 活動。  

 

3. 4. 4. 4 都水道局と 当社の現地作業における 役割分担 

    フェ ーズⅡから の主な変更点は次のと おり である 。  

① 都水道局の役割 

・ 基幹管路案件の施工全般（ 配管計画、 工程管理、 施工業者調整など）（ ４ 月５ 日以

降）  

② 当社の役割 

・ 基幹管路案件の施工全般（ ４ 月４ 日以前）  

・ 施工業者の作業割振り  

当社は、 施工業者の派遣期間終了時に入替業者への円滑な引継ぎを行う ため、 担当

業務の進捗状況や使用し た材料の受払、 作業日報の内容の確認などを施工業者へヒ ア

リ ングし 、 引継ぎ資料の作成を行った。 ま た、 施工業者の新規入場時に施工可能な管

種など施工能力を確認し 、 各施工業者に最適な施工現場を割り 当てる ための調整を行

った。  

      

3. 4. 4. 5 施工業者体制 

    施工業者の体制は次のと おり である 。  

   ・ 施工業者６ ～８ 班体制（ 最大稼働時、 漏水修理４ 班、 基幹管路案件４ 班）  

   ・ ねぶた線案件終了後（ ４ 月５ 日以降） は、 基幹管路案件２ 班及び漏水修理４ 班 

  

3. 5 活動内容 

    通水拡大に向けた施設能力の確保や重要施設への供給ルート の復旧のための施工計

画策定、 施工監督及び都水道局から の漏水修理依頼に基づく 、 施工業者への割振り 及

び施工監督を行った。 当社が携わった代表的な施工案件を以下に示す。  

     

① 第一配水池から のバイ パス 配水管（ 口径 300 ㎜（ REPCS※） L=約 170m）  

    通水拡大に向けた施設能力の確保のため、 第一配水池から の３ 本目のバイ パス 配水

管 ( 地上配管) の工事を当社で担当し た（ 図 3-6）。 既設管の布設ルート は、 土砂崩れ

によ り 管路復旧が不可能であったこ と から 、 別ルート に地上配管で施工する こ と と し
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た。 なお、 既設管と の接続位置については、 付近での地山崩壊の恐れがある と 地元か

ら 要望を受け、試掘調査を行った上で慎重に接続位置を決定し た。ま た、地上配管（ 写

真 3-10、 写真 3-11） である ため、 適切な配管ルート や防護方法( 単管パイ プや大型土

嚢等の代替品) を都水道局へ提案し 、 施工を行った（ 3. 6. 1 参照）。  

   

   ※レピッ ク ス（ Rent al  Pi pe Const ruct i on Syst em） と は、 ス テンレス 製仮設配管レン

タ ルシス テムのこ と であり 、 水道管工事や災害時の水道管損傷において、 以前ま で

は使い捨てだった配管をレ ンタ ルサービス と し たも のである 。 ま た、 こ の配管は、

グロ ージョ イ ント シス テムを採用し ており 、 挿し て回すだけの接続なため、 誰でも

簡単に施工が可能である 13。  

 

 

図 3-6 第一配水池から の配管状況 

 

 

 

 
13 明和工業株式会社： 水道本管仮設資材「 REPCS」 , （ ht t ps: //www. mei waj p. com/pr oduct /r epcs/）

2024/11/5 閲覧 
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写真 3-10 

 

 

写真 3-11 
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② ねぶた温泉ルート （ 口径 200 ㎜（ PE） L＝約 4, 000m）  

通水拡大に向け、「 ねぶた温泉 海游 能登の庄」 へのルート の施工監督を当社で担当

し た。 道路損壊を回避し 、 早期に配管を完了する こ と を目的に、 都水道局が輪島市上

下水道局と 協議を行い、 ポリ エチレ ン管によ る 地上配管によ り 、 国道の海岸線沿いを

全延長 4. 0kmにわたり 施工し た( 図 3-7、 写真 3-12) 。  

    

 

図 3-7 ねぶた温泉への供給ルート  

 

 

写真 3-12 

                   

 

L=1.2km L=2.8km 

通水完了路線 

フェ ーズⅠ対応路線 

フェ ーズⅡ対応路線 
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③ 青葉ヶ 丘団地ルート （ 口径 75 ㎜（ FCD. GX） L＝約 100m）  

        航空自衛隊 輪島分屯基地の北側法面が崩壊し 、断水し た輪島中学校周辺の青葉ヶ 丘

市営住宅への給水を確保する ためのバイ パス 管新設（ 一部地上配管） 工事を担当し た

（ 写真 3-13、 写真 3-14）。 なお、 本ルート では、 既設管が複数箇所で損傷し ていたと

と も に、 一部の区間において家屋の倒壊によ り 管路の復旧が不可能な箇所があったた

め、 現場調査を実施し た上で布設可能な路線を選定し て施工を行った。  

 

 

写真 3-13 
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写真 3-14 

 

 

④ 輪島浄水場内送水管漏水修理（ 口径 350 ㎜（ DI P・ 非耐震管） L＝約 10m ）  

輪島浄水場内における 送水管の座屈によ り 漏水が発生し 、 応急復旧活動に大き な影

響を与える こ と が懸念さ れたこ と から 、 緊急で漏水修理を行った。 修理は、 当該箇所

を撤去し てダク タ イ ル鉄管によ る 再配管を行う と と も に、 高水圧路線であったため、

抜出し 防止と し て鋼材防護を施し た( 写真 3-15、写真 3-16、写真 3-17、写真 3-18) 。  

なお、 本修理工事では、 関係各署（ 都水道局、 輪島市上下水道局、 ポンプ受注者、 材

料業者、 住民） と の多く の調整を行った。  
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写真 3-15 

 

 

写真 3-16 
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写真 3-17 

 

 

写真 3-18 
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3. 6 活動上の工夫 

3. 6. 1 施工方法 

① 地上配管の防護工 

    地上配管によ り 施工を行う 場合は、 充水時の水圧によ る 管の抜出し や振れ止め防止

のための防護工が必要になる が、 防護工に必要なコ ンク リ ート 等の資材が不足し てい

たこ と から 、短管パイ プ及び１ t 土嚢を使用し 、防護工を行った（ 写真 3-19、写真 3-20、

写真 3-21、 写真 3-22）。  

 

 

写真 3-19 
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写真 3-20 

 

 

写真 3-21 
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写真 3-22 

 

② 家屋倒壊箇所での配管 

家屋倒壊が多い地域では、 歩車道に布設さ れた配水管の占用位置上に家屋が倒壊し

ている こ と が多く 、 漏水位置や制水弁位置の特定が困難であったため、 通水区域の拡

大作業が計画どおり 進まない状況であった。こ のため、仕切弁（ 切込バルブ） を新設し

て配管の切回し を行い、 倒壊家屋下の復旧困難箇所を除いて通水区域の拡大を図った

( 写真 3-23、 写真 3-24) 。  
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写真 3-23 

 

 

写真 3-24 

 

③ 市立輪島病院東側の配水管（ φ150） 漏水修理 

病院への供給ルート では、 約 10 ㎥/ｈ の漏水が発生し ていた。 こ のため、 漏水修理

←復旧困難箇所 

切込ﾊ゙ ﾙﾌﾞ 新設 

こ こ ま で通水 

配水支管 

（ VPφ100）  
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に必要な断水について、 病院と 度重なる 調整を行い、 受水槽の容量（ 約 150 ㎥） 14の範

囲内での短時間の断水の許可を得た。 漏水修理は、 事前に試掘などを行い、 対象路線

を綿密に調査し た上で、 修理計画を立案し て行った。  

 

3. 6. 2 復旧資材の発注 

材料の発注は、 輪島市を通し て行っていたが、 市職員の繁忙によ り 、 材料納品が遅

れる ケース が多々あった。 そこ で、 ２ 月上旬に当社から 都水道局へ材料発注について

の効率化を提案し 、 ２ 月中旬よ り 当社によ る 発注も 可能と なった。 なお、 発注し た材

料は、 輪島市に報告する こ と と し た。  

 

3. 6. 3 施工業者への対応 

施工業者と の相互連絡時には LI NEを使用し ていたが、 各社報告内容が異なり 、 現場

管理が煩雑と なったため、 ２ 月中旬以降は雛形を作成し て報告内容の統一化を図った

（ 図 3-8）。  

ま た、 当社は、 日々の作業予定を朝礼時に施工業者へ指示し ていたが、 施工業者は

日々１ ～２ 社が入れ替わる ス ケジュ ールと なる ため、 新規入場者への説明を行う 際の

詳細資料を作成し 、 配布する こ と で業務効率の向上を図った ( 図 3-9) 。  

 

 

図 3-8 グループ LI NE業務フロ ー雛形 

 

 
14 市立輪島病院（ 2024）： 令和５ 年度 病院年報,

（ ht t ps: //www. ci t y. waj i ma. i shi kawa. j p/_ f i l es/00178716/Year Book2023. pdf ） 2024/11/5 閲覧 
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図 3-9 新規入場者用説明資料 

 

3. 6. 4 都水道局受託業務への影響 

     応急復旧活動が長期化する に伴い、 定常業務である 都水道局から の受託業務への影

響が懸念さ れた。 こ のため、 当初、 一人当たり ７ 日間の派遣期間を段階的に 10 日へ延

長する こ と で、 人員の入替え回数を減ら し 、 引継ぎに要する 時間を削減する など 、 支

援活動を効率的に実施し た。 ま た、 受託業務の状況を踏ま えて綿密な調整の上、 派遣

者の選定を行った。  

こ う し た取組によ り 、 受託業務に影響を及ぼすこ と なく 支援活動を実施する こ と が

でき た。  

 

3. 7 野田社長によ る 現場視察 

４ 月 18 日、 野田社長が現地の活動状況の確認及び活動従事者への激励のため、 輪島
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市を訪れた。  

輪島市街地は、 未だ地震によ る 激し い被害が残る 状況であった（ 写真 3-25）。 野田

社長から は、 被災者が１ 日も 早く 日常の暮ら し を取り 戻すため、 都水道局と 協力し て

対応する よ う に指示があった。  

    また、派遣者の案内で、久手川地区の応急復旧現場（ 口径 100 ㎜（ HPPE） L＝約 250m）

を視察し た（ 写真 3-26）。 余震によ り 布設位置に隣接する 山の斜面崩壊が危惧さ れる

危険な現場である こ と や、 山から の湧水のポンプ排水作業が必要と なる など、 現場の

困難性について説明を受けた（ 写真 3-27、 写真 3-28）。  

さ ら に、 ２ 月 28 日ま で朝礼に使用し ていた道の駅輪島にて、 施工業者と 意見交換を

行った（ 写真 3-29）。 能登半島地震の活動によ る 影響や工事の担い手不足等について

の意見を交わし 、 持続可能な水道事業の体制構築への課題を再認識し た。  

 

 

写真 3-25 
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  写真 3-26 

 

 

写真 3-27 
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写真 3-28 

 

 

写真 3-29 
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4章 現地活動内容（ 応急給水）  

4. 1 派遣者の選出 

    お客さ ま サービス 本部と 多摩お客さ ま サービス 本部から 事務職社員を選出し 、 各本

部７ 日間の交代勤務制で、 常時２ 名を派遣し た。 応急給水担当の延べ派遣人数は、 12

名であった。  

    当社の応急給水担当者は、 輪島市応急給水隊と し て３ 名（ 都水道局２ 名+当社１ 名）

×２ 班体制で、 都水道局所有の応急給水車を使用し て活動を行った。 なお、 金沢市企

業局に設置さ れた現地本部では、 隊長１ 名と 事務班２ 名（ いずれも 都水道局職員） が

活動し ていた。  

 

4. 2 活動期間 

    令和６ 年２ 月２ 日から ３ 月９ 日  

※都水道局から の要望によ り 、２ 月２ 日よ り 派遣を開始（ 応急復旧担当は１ 月29日）  

 

4. 3 業務の体制 

4. 3. 1 １ 日のス ケジュ ール 

    05： 00 起床 

05： 30 金沢市内ホテルから 移動車で輪島浄水場へ出発 

08： 30 成果及び予定の情報共有 

08： 40 避難所設置の仮設給水タ ンク へ給水及び各給水拠点での住民へ給水、  

輪島浄水場で給水車へ注水を繰り 返し 実施 

15： 00 応急給水活動終了 移動車へ乗り 換えて金沢市企業局へ出発 

18： 00 金沢市企業局（ 現地本部） 着 

19： 00 翌日の作業内容打合せ 

19： 30 金沢市内ホテル着 

 

4. 3. 2 都水道局と の役割分担 

下記の役割分担を基本に、 状況に応じ て臨機応変に対応し た。  

都水道局の役割は次のと おり である 。  

① 都水道局の役割 

・ 給水車の運転、 操作 

・ 仮設給水タ ンク への給水 

・ 拠点給水における 住民への給水 

・ 避難所から の要望 

・ マスコ ミ 対応 

② 当社の役割 

・ 給水車の誘導 

・ 給水車間の連絡調整 
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・ 仮設給水タ ンク への給水 

・ 拠点給水における 住民への給水 

 

4. 4 活動内容 

    毎朝５ 時 30 分に輪島市応急給水隊６ 名で１ 台の都水道局の移動車に乗車し 、宿泊先

である 金沢市内のホテルから 輪島浄水場に向け出発し た。 輪島浄水場への行程は、 道

路の滑落や崩壊、 路面の隆起・ 陥没によ り 道路状況が劣悪である こ と や、 各方面から

被災地へ向かう 多数の救援車両によ る 渋滞等のため、 到着に約３ 時間を要し た。 到着

後は、 駐車し ている 都水道局の給水車に乗り 換えて活動を開始し た。  

現地での主な活動と し て、 輪島浄水場における 給水車（ ２ ～３ 台で活動） への注水

（ 写真 4-1）、 避難所に設置さ れた仮設給水タ ンク への給水（ 写真 4-2） や住民が持参

する ポリ タ ンク 、給水袋等への給水（ 写真 4-3） を行った。輪島市ホームページには、

都水道局と 共に担当し た給水拠点３ か所のほか、 各給水拠点の応急給水時間が公表さ

れていた。 そのため給水車の残水量が空になら ないよ う 、 避難所運営者への給水状況

の確認を適宜行いながら 、 所定の場所・ 時間に応急給水を実施し た。  

担当する 各給水拠点には駐車場がある ため、 被災者の大半は車にポリ タ ンク 等を積

んで来訪する 。 給水に訪れる 方は高齢者や女性も 多く 、 満水と なったポリ タ ンク 等は

相当な重量と なる ため、 車ま での運搬補助を積極的に行った。  

活動中には、 備品借用や住民の整列協力等について、 給水拠点に常駐する 自治体・

JA職員等の関係者と 積極的にコ ミ ュ ニケーショ ンを図り 、 円滑な応急給水に努めた。  
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写真 4-1 

 

 

写真 4-2 
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写真 4-3 
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5章 石川工業高等専門学校への復興支援 

     多く の卒業生が当社に入社し ている 石川工業高等専門学校（ 令和６ 年４ 月時点、 土

木職 12 名在籍） は、 令和６ 年能登半島地震によ り 、 甚大な被害を受けた（ 写真 5-1、

写真 5-2、 写真 5-3、 写真 5-4）。  

同校は、 国立高等専門学校の中で震源地の一番近く に所在し ている ため、 学生・ 教

職員の住宅等被害も 多数発生し 、 避難所生活を余儀なく さ れた学生も いた。 学校施設

については、 敷地内の盛り 土部分に建設さ れた体育施設の損壊、 法面の崩壊、 道路の

陥没・ ひび割れ等が発生し た。  

発災後、 当社から の同校へ被害状況を問合せたと こ ろ、 一日も 早い復旧・ 復興を目

指し 、 被災し た学生への修学支援、 並びに本校の災害復旧に資する こ と を目的に、「 石

川工業高等専門学校震災復興支援基金」 を設立し たと の話を伺い、 下記のと おり 寄付

を実施し た。  

 

① 寄付金額 

100 万円（ ５ 千円×200 口）   

② 寄付支出日 

令和６ 年２ 月 13 日  

 

寄付実施後、 学校よ り 感謝状を拝受する こ と と なり 、 野田社長が学校を訪れ、 富田

校長よ り 感謝状を受け取った（ 写真 5-5）。  

ま た、 当社の輪島市内での被災地支援について、 復旧活動に携わった同校卒業生で

ある 当社社員から 、 輪島市内の被災状況や復旧状況、 復旧フェ ーズに応じ て支援体制

を拡充する など、 迅速な復旧に向けて尽力し ている こ と をタ ブレ ッ ト 端末を活用し て

説明し た（ 写真 5-6）。  

さ ら に、 被災地の復旧活動に派遣さ れた社員は、 一様に水道事業者と し ての使命感

を実感し ている こ と から 、 当社の行っている 水道事業の重要性を説明し 、 学校と の交

流強化などをお願いし た（ 写真 5-7）。  
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写真 5-1 

 

 

写真 5-2 
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写真 5-3 

 

 

写真 5-4 
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写真 5-5 

 

 

写真 5-6 
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写真 5-7 
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6章 今後の課題・ 教訓 

6. 1 課題と 今後の対応策 

    本活動を通し て、 明ら かと なった主な課題・ 教訓、 今後の取組の方向性について示

す。  

 

6. 1. 1 情報共有手段 

6. 1. 1. 1 現地での問題点や改善点 

    派遣開始時、 現地での情報共有手段は当社の社用携帯電話によ る 電話やメ ールを想

定し ていたが、 都水道局が情報共有手段と し て LI NEや LI NE WORKS を使用し ていたた

め、 当社も LI NEによ る 連絡が必要と なった。 し かし 、 社用スマート フォ ンは情報セキ

ュ リ ティ 上、 LI NE が使用不可と さ れていたため、 派遣者の個人ス マート フォ ンを用い

て LI NEを使用せざる を得なかった。 こ のため、 時限的措置と し て、 ３ 月２ 日以降派遣

開始の応急復旧担当及び事務担当には、 LI NEをイ ンス ト ールし たレンタ ルス マート フ

ォ ンを貸与し たこ と によ り 、 業務の履行環境が大幅に改善さ れた。  

        また、 応急復旧担当は、 LI NE グループを活用し て、 施工業者への漏水修理指示や施

工業者から の完了報告を行っていた。 活動開始当初は、 複数の施工業者と 当社派遣者

が１ つのグループで情報伝達をし たため、 複数の現場情報が錯綜し 、 情報共有に時間

を要し た。 こ のため、 ２ 月中旬よ り 施工業者別に LI NEグループを設定し たこ と や、 各

施工業者の報告内容を統一する こ と を目的に業務フロ ー雛型（ 3. 6. 3 参照） を作成する

など、 順次、 情報共有の効率化や迅速化を図った。  

一方で、 LI NE によ る 施工現場の位置情報の共有等、 日頃使用し ない機能への対応に

時間を要する 派遣者や施工業者も 見受けら れたため、日常業務において LI NE等の情報

共有ツールの活用が重要である と 考えら れる 。  

 

6. 1. 1. 2 課題と 今後の方向性 

災害時の情報共有手段を検討し 、 事前の取り 決めと 準備が課題である 。  

今後は、 チャ ッ ト ツールや、 ク ラ ウ ド ス ト レ ージによ る ファ イ ル共有方法等の検討

が必要である 。 ま た、 日常業務にも 検討し た情報共有手段を導入し 、 親和性を向上さ

せる こ と も 重要である 。 なお、 令和７ 年度から 一部業務において、 チャ ッ ト ツールを

イ ンス ト ールし たス マート フォ ンを配備し 、 社員間や都水道局と 情報共有を行う 予定

である 。  

 

6. 1. 2 引継ぎ 

6. 1. 2. 1 現地での問題点や改善点 

① １ 月 29 日～２ 月 12 日（ 3. 4. 2. 3 参照）  

本期間の引継ぎは、 活動本部が設置さ れていた金沢市企業局で行った。 新規派遣

班は、 現場状況を把握でき ない中で、 金沢市企業局内で到着直後に引継ぎを受ける

ため、 業務内容の理解に苦慮する 派遣者が多く いた。  
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ま た、 引継ぎ当日、 前任班は応急復旧活動を行わずに金沢市企業局へ向かう た

め、 応急復旧担当が通常時よ り １ 班減と なり 、 人員が不足し た。  

② ２ 月 13 日～３ 月 13 日（ 3. 4. 3. 3 参照）  

２ 月 12 日よ り 、 当社の現地活動本部が金沢市企業局から 輪島市内の福祉の杜に移

転（ 事務担当を含めて宿泊先を金沢市内から 移動し たこ と に伴い、 当社の金沢市企

業局内の執務空間も 輪島市内へ移動） し たが、 引継ぎについては、 前任班の帰京に

合わせて、 引き 続き 金沢市企業局で行った。 こ のため、 ①での問題に加え、 金沢市

企業局に当社が使用でき る パソ コ ンがなく 、 口頭での引継ぎが行われたこ と によ

り 、 業務内容の理解にさ ら なる 困難が生じ た。  

③ ３ 月 14 日～５ 月 31 日（ 3. 4. 4. 3 参照）  

派遣期間を７ 日間から 10 日間に延長し 、 前任班と 新規派遣班を１ 日ラ ッ プさ せる

派遣ス ケジュ ールに変更する こ と で、 福祉の杜での引継ぎと パソ コ ンを用いた引継

ぎが可能と なった。 ま た、 引継ぎ当日も 前任班は通常どおり 現場出動し 、 出動から

帰還後に新規派遣班と 引継ぎを行う こ と で、 引継ぎ当日の人員不足を防ぐ こ と が可

能と なった。 し かし 、 新規派遣班の到着が夕方、 前任班の東京への出発が翌朝であ

ったため、 引継ぎ時間が十分ではなく 、 現場実務を通し ての引継ぎはでき なかっ

た。  

 

6. 1. 2. 2 課題と 今後の方向性 

十分な引継ぎ時間や引継ぎし やすい環境の確保、 人員の入替えが復旧業務の妨げと

なら ないよ う な班体制・ 派遣ス ケジュ ールの整備、 引継ぎに要する 時間を短縮する た

めの派遣前の社員への情報共有体制の整備が課題である 。  

    今後は、 派遣期間も 含めた適切な派遣ス ケジュ ールについて社内調整を図る 必要が

ある 。 例えば、 図 6-1 のよ う に、 各応急復旧担当の班単位での入替えではなく 、 班員

の入替えと する こ と で、 切れ目のない引継ぎ体制を構築する こ と が考えら れる 。 ま

た、 都水道局や他事業体と の調整内容を記録・ 保管し 、 事前に後任の派遣者へ共有す

る ため、 議事録作成ソ フト 等の利用についても 検討する 必要がある 。  

さ ら に、 活動の長期化が想定さ れる 場合には、 支援場所から 離れる 、 連絡手段を絶

つ等の確実に休日が取れる ルールを設定し た上で、 都水道局と 同様に現地で１ カ月程

度活動する 社員を派遣する こ と ができ れば、 引継ぎの問題は大き く 改善さ れる と 考え

ら れる 。  
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図 6-1 派遣ス ケジュ ール例 

 

6. 1. 3 業務効率化 

6. 1. 3. 1 現地での問題点や改善点 

    当社では、 規則によ り 職場で各自が使用し ている パソ コ ン本体を社外に持ち出すこ

と ができ ないため、 社外へ持出し 可能なパソ コ ンを現地に持ち込んだ。 持ち込んだパ

ソ コ ンは、 Excel 、 Word 等の Of f i ce がイ ンス ト ールさ れていないため、 リ モート ワ ー

ク シス テムによ り 書類作成等の業務を行った。 し かし 、 リ モート 環境で作成し た資料

を物理環境へのファ イ ルの転送ができ ないと いう 問題があった。 そのため、 作成し た

書類を印刷する 場合は、 パソ コ ンから ス マート フォ ンへ印刷する データ を送付し 、 ス

マート フォ ンから 印刷用アプリ を使用し て印刷を行う 必要があり 、 非効率な作業を強

いら れた。  

その他にも 、 水道管管路図に漏水修理完了状況を転写する 作業では、 修理箇所数が

増加する に従い多く の時間を要し た。  

 

6. 1. 3. 2 課題と 今後の方向性 

    復旧活動における 執務環境を事前に準備し ておく こ と が必要である 。 例えば、 通常

と 同じ 環境で業務を行う こ と が可能な現地配備用のパソ コ ンを手配し ておく こ と や、

複合機の短期リ ースを検討し ておく こ と が挙げら れる 。  

    また、日常業務においても 、タ ブレ ッ ト 端末を使用し 、親和性を向上さ せる こ と や、

チャ ッ ト ツールを活用する など 、 紙ベース から データ ベース 化への取組を強化する 必

要がある 。  

     

6. 2 アンケート 調査 

    今後の災害支援について、 応急復旧業務に携わった派遣者の意見を反映する ため、
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応急復旧担当及び応急復旧担当に帯同し た事務担当を対象に、 表 6-1 のと おり アンケ

ート 調査を行った。 主な質問における 特筆すべき 傾向等について示す。  

 

表 6-1 アンケート 調査 

対象者 応急復旧担当、 事務担当（ 退職者及び撤収担当除く ）  

対象者数 応急復旧担当 55 名、 事務担当 20 名、 計 75 名 

回答者数 応急復旧担当 53 名、 事務担当 20 名、 計 73 名 

回答期間 8 月 20 日～8 月 23 日 

回答形式 選択式、 記述式 

 

① 都水道局と の体制について 

都水道局から の指示、 情報共有体制、 当社と の業務分担について、「 良い」 と 回答し

た派遣者は 26%、「 ふつう 」 と 回答し た派遣者は 68％、「 悪い」 と 回答し た派遣者は５ ％

であった。 こ のため、 業務に大き な支障を生じ さ せない体制は構築でき ていたと 考え

ら れる 。 理由と し ては、 朝礼や夕礼で情報共有を図れていたこ と や、 人員不足の場所

についてはお互いが補完する こ と ができ た等の意見が挙げら れた。 一方で、 都水道局

は漏水調査、 当社は漏水修理と 完全に区切ら れた業務と なっていたため、 も う 少し 柔

軟な分担を行える 良いと の意見も 挙げら れた。  

 

② 派遣日数について 

派遣日数が７ ～８ 日間であった派遣者は、 50％が「 短い」 と 回答し 、 業務に慣れた

こ ろに派遣が終了する と いう 意見が多数挙げら れた。 派遣日数が 10 日間であった派

遣者は、 48％が「 適切」 と 回答し 、 最も 多かった。 適切な派遣日数について、 回答者

の平均日数は 11. 3 日であったこ と から 、 10 日程度が適切である と 考えら れる 。 一方

で、 派遣日数が 10 日間の派遣者の 41％が派遣日数が「 長い」 と 回答し ており 、 体力

的な限界や、 精神的な辛さ を指摘する 意見が挙げら れたため、 10 日以上の場合は、 派

遣期間中の休日などを検討する 必要がある 。  

  

③ 施工業者について 

施工能力について、 72％が「 良い」 と 回答し た。 理由と し ては、 協力的、 使命感の

ある 業者が多かったと の意見が挙げら れた。 情報共有体制について、「 良い」 と 回答

し た人が 58％であった。 LI NE を活用し 、 ス ムーズに連絡をと れた等の意見が挙げら

れた一方で、 施工業者によ っては LI NE を使い慣れていないこ と や、 個人ス マート フ

ォ ンで対応し た派遣者（ 6. 1. 1. 1 参照） は、 施工業者と LI NEで連絡する こ と に抵抗を

示す意見も あった。  

 

④ 派遣後の心境について 

派遣さ れて良かったかについて、 97％が「 良い」 と 回答し た。 ま た、 派遣を経て、
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日常業務へのモチベーショ ンについて、73％が「 上がった」、水道事業関係者と し ての

使命感について、 85％が「 上がった」 と 回答し た。 こ の結果から 、 派遣者が水道事業

の重要性を再認識し 、 こ れに伴いエンゲージメ ント が向上し たと 考えら れる 。 本活動

によ り 、 社と し てのエンゲージメ ント が向上し たこ と が大き な成果と なった。  
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あと がき  

改めて令和６ 年能登半島地震によ り 犠牲になら れた方々のご冥福をお祈り する と と も に、

被災さ れた方々と そのご家族に対し 心よ り お見舞い申し 上げま す。 こ の地震は、 多く のかけ

がえのない命、 住ま い、 職場、 故郷の見慣れた美し い風景、 日常の生活を奪ってし まいま し

た。 被災さ れた方々は喪失感に苦し み、 健康不安にさ いなまれ、 長期の不自由な避難生活を

強いら れながら も 復旧に向けて懸命に歩ま れていま す。  

こ の間、 私たち東京水道株式会社は、 当社と し て初めての経験ではあり まし たが、 国内外

の水道事業運営で培った高度な技術と 豊富なノ ウ ハウ を活かし て、被災地支援活動を実施し

てま いり まし た。  

本報告書は、 支援活動の詳細な記録と と も に、 救援体制の強化に向けた反省点や改善策に

ついてま と めたも のです。 多く の関係者が協力し 合い、 少し でも 被災者の方々のお力になれ

る よ う 努めてま いり ま し たが、 改めて災害対応の難し さ と 今後の課題を痛感し まし た。 こ の

報告書が、 今後発生する 可能性のある 災害への対策に少し でも 貢献でき れば幸いです。  

東京は、 政治、 経済、 文化等多様な中枢機能が集積する 巨大都市圏の中心と し て日本を牽

引する 都市であり ながら 、 首都直下地震の発生の切迫性が指摘さ れており 、 発災時には一層

ス ピード 感のある 復旧が求めら れる も のと 想定さ れま す。 本活動での教訓を活かし 、 課題解

決に向けて行動し ていく こ と で、首都直下地震への対応力と 持続可能な水道事業運営につな

げてま いり ま す。  

最後に、 活動にご協力いただき ま し た派遣者、 派遣者のご家族、 関係職場の方々、 及び都

水道局等の関係者の皆様に心よ り 感謝申し 上げま すと と も に、 今後と も 、 皆様のご協力と ご

指導を賜り ま すよ う お願い申し 上げま す。  
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本報告書は都水道局作成資料の情報を 含みま す。  

令和６ 年能登半島地震 

被災地支援活動報告書 
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付録　 令和６ 年能登半島地震　 被災地支援活動の記録
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